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東京都地球温暖化防止活動推進センターとは   

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第３８条に規定され、地球温暖化防止活動の推

進を図ることを目的とする一般財団法人の中から一つを、都道府県知事が指定するもの

です。東京都においては、財団法人東京都環境整備公社（現公益財団法人東京都環境公

社）が平成 20 年２月４日に、東京都地球温暖化防止活動推進センターとしての指定を

受け、同年４月１日に活動を開始しました。 

 

＜令和７年度交付申請受付期間＞ 

令和 ７ 年 ４ 月 １ 日から令和 ７ 年 ７ 月 31日まで 

（お問い合わせ先・申請書類提出先） 
公益財団法人東京都環境公社 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京） 

〒163－0817   

東京都新宿区西新宿２－４－１ 新宿NSビル 17階 

ＴＥＬ：03-5990-5269 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou 

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 

９時 00分～12時 00分、13時 00分～17時 00分 

助成金申請の手引 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou


 

改定履歴 
 

Ver 更新年月 当該箇所 改定内容 

1.0 令和５年２月 ― 初版発行 

2.0 令和５年５月 全体・各箇所 実施要綱及び交付要綱の

改正等に伴う修正 

3.0 令和５年８月 全体・各箇所 実施要綱及び交付要綱の

改正等に伴う修正 

3.1 令和５年９月 6.4 誘導基準等 第２ 再生可能エネルギ

ー利用設備設置誘導基準

及び第３ 電気自動車充

電設備整備誘導基準の記

述を一部修正 

3.2 令和５年 10 月 全体・各箇所 誤字等の軽微な修正 

3.3 令和６年１月 3.1 事前相談 

3.2 交付申請 

第３回助成金交付申請の

受付開始に伴う修正 

3.4 令和６年２月 お問い合わせ先・申請 

書類提出先 

クール・ネット東京 

移転に伴う住所の修正 

3.5 令和６年５月 3.1 事前相談 

3.2 交付申請 

第３回助成金交付申請の

受付期間延長に伴う修正 

4.0 令和７年４月 全体・各箇所 実施要綱及び交付要綱の

改正等に伴う修正 
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  助成金を申請される皆様へ 

 

 公益財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）が実施する助成金交付事業について

は、東京都（以下「都」という。）の公的な資金を財源としており、社会的にその適正な執行

が強く求められています。公社としても、厳正な助成金の執行を行うとともに、虚偽や不正

行為に対しても厳正に対処いたします。 

 

 「環境性能向上支援事業」に係る助成金を申請される方、交付が決定し助成金を受給され

る方におかれましては、以下の点について十分にご認識された上で、助成金の申請又は受給

を行っていただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

  

１．本事業の実施については、「環境性能向上支援事業助成金実施要綱」（以下「実施要

綱」という。）及び「環境性能向上支援事業助成金交付要綱」（以下「交付要綱」とい

う。）に基づいて行われます。 

 

２．助成金の申請者が公社に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚

偽の記載があってはなりません。 

 

３．助成対象事業に関し、安全面及び法規面については申請者が十分に確認し申請者の責

任の下に実施してください。公社は、本助成金の交付対象として実施された事業につ

いて、本助成金の要件を満たしているか否かは審査いたしますが、安全面や法規面に

ついては何ら保証するものではありません。 

 

４．助成金で取得し、整備し又は効用の増加した財産（取得財産等）を、当該取得財産

等の処分制限期間内に処分（助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、又は破棄することをいう。）しようとするときは、あらかじめ

処分内容等について公社の承認を受けなければなりません。また、その際に助成金の

返還が発生する場合があります。なお、公社は、必要に応じて取得財産等の管理状況

等について調査することがあります。 
  ※ 処分制限期間とは、財産等の取得の日から 10 年以内又は「減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）」に定める耐用年数の期間が経過する日

のいずれか早い日までをいいます。 

 

５．公社は、申請者その他の関係者が、偽りその他の手段により手続きを行った疑いが

ある場合は、必要に応じて調査等を実施し、不正行為が認められたときは、当該関係

者に対し、相当の期間、助成金の交付決定の停止等の処分を行い、その名称及び不正

の内容を公表します。 

 

６．前記事項に違反した場合は、公社からの助成金交付決定及びその他の権利を取り消

します。また、公社から助成金が既に交付されている場合は、その金額に加算金（年

率 10.95％）を加えて返還していただきます。 
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１．事業概要 
 

1.1 目的（実施要綱第１条参照） 

本事業は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。

以下「条例」という。）に定める建築物環境報告書制度に対応した、高い環境性能を有する中

小規模特定建築物の開発及び改良等に関する取組に対して、その経費の一部を助成すること

により、当該制度への任意での参加に向けた準備を行う事業者を支援し、当該制度の施行を

確実なものとすることを目的としています。 

 

1.2 事業スキーム 

 

●都の出えん金による基金造成 

都は本事業の原資を公社に出えんし、公社はその出えん金により基金を造成します。 

 

●基金を活用した助成事業 

公社は基金を原資として、助成対象となる取組を行う事業者に対して、その経費 

の一部を助成します。 

 

 

➢ 事業実施期間：令和４年度から令和９年度まで（助成金の交付は令和 10 年度ま

で）  

                 

➢ 本事業の予算額：９億円  

  

東京都 

東京都環境公社 

基金造成 

①出えん 制度への任意参加に向け

た準備を行う中小ハウス

メーカー・ビルダー 

 

②助成金申請 

③交付決定 
④助成金支払 
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1.3 申請手続きの流れ 

 申請者 申請書類 
東京都環境公社 

（クール・ネット東京） 

申

請

者 

   

事

前

相

談 

   

申

請

手

続

き 

   

事

業

開

始 

   

事

業

完

了

後 

   

助

成

金

受

領

後 

   

 

  

商品ラインナップ検討 

見積書の徴取 

交付申請書類作成 

助成金交付申請書（第 1号様式） 

誓約書（第 2号様式） 

受理 

審査 

交付決定 

交付決定通知書を受領 交付決定通知書を送付 

助成事業実績報告書兼助成金交

付請求書・取得財産等一覧表 

（第 13号様式） 

受理 

審査 

助成金確定額通知書を受領 

《 計画に変更が生じた場合 》 ※交付決定後の変更に関しては計画変更を速やかに提出 

申請書類作成 
助成事業変更申請書 

（第 10号様式）等 
受理 

指定口座に入金 

実績報告書類作成 

現地調査（必要な場合） 

事業計画が完了した日から 60 日

以内又は令和８年３月 31 日のうち

いずれか早い日までに販売を開始

すること。 

助成金額確定通知書を送付 

助成金額の確定 

助成金の支払い 

処分制限期間が経過するまで維持・管理 

《 変更が生じた場合 》 

取得財産等処分承認申請書 

（第 18号様式）等 
受理 申請書類作成 

申請者は、交付申請の前に、 

必ず公社と事前相談（要予約）を行ってください。 

事前相談がない場合は、交付申請を受理できません。 
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２．助成内容  
2.1 助成対象者（交付要綱第３条参照） 

本事業の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、本助成金の交付申請年度

の翌年度に、建築物環境報告書制度に任意で参加する者（以下「任意参加予定者」という。）

のうち、助成金申請年度の翌年度における年間供給延べ面積が合計５千平方メートル以上と

なることを見込んでおり、かつ特定供給事業者とならない見込みである中小企業者に該当す

る法人又は個人事業主（以下「2.1 に定める事業者」という）です。 

また、2.1 に定める事業者が規格建築物の建築請負又は販売を主に業とする（ディーラー）

場合、規格建築物の開発等を主に業とする関係会社（メーカー）と共同で交付申請を行い、

各申請書を公社に提出する場合に限り、当該関係会社（以下「共同申請者」という。）を本事

業の交付対象とすることができます。 

※ 関係会社とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省

令第 59号）第８条第８項に規定する会社等をいいます。 

なお、１事業者において、都内における年間供給延べ面積がいずれも５千平方メートル未

満の場合であっても、複数の事業者がグループを構成し、合計した都内における年間供給延

べ面積が５千平方メートル以上となる年度が交付申請の日が属する年度（4 月 1 日から翌年

3 月 31 日を区切りとした年度）を含まない前３年度において、1 年度以上ある場合は、本助

成金の交付申請年度の翌年度に、建築物環境報告書制度への任意参加を誓約していただく（グ

ループ構成員の全てが任意参加予定者となる）ことで助成対象者になることが可能です。こ

の場合の申請をグループ申請といいます。 
（１）任意参加予定者 

本助成金の交付を申請する際に、本助成金の交付申請年度の翌年度以後３年度のうち、建

築物環境報告書制度の任意参加要件を満たす直近の年度において、建築物環境報告書制度に

任意で参加することを誓約していただく必要があります。また、助成金を受給した任意参加

予定者等については、継続的に制度への参加をお願いします。 

（２）対象外となる方 

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する者は対象外となります。 

・ 交付申請の日が属する年度（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日を区切りとした年度）を含ま

ない前３年度において、都内における年間供給延べ面積がいずれも５千平方メートル未

満のもの（共同申請者を除く。） 

・ 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

・ 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力

団関係者をいう。以下同じ。） 

・ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員

等に該当する者があるもの 

・ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に

よる申立て等、助成対象事業の継続性について不確実な状況が存在するもの 

・ 過去に税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けているものその他公的資金の交付先

として社会通念上適切でないと認められるもの 

 

2.2 助成対象事業（交付要綱第４条参照） 

建築物環境報告書制度への任意参加に向けた準備等に要する経費を助成対象とします。具

体的には建築物環境報告書制度の義務基準又は誘導基準等を満たす住宅等の商品ラインナッ

プについて①新規開発・改良、②市場投入（都民に供給）、③性能の説明を行う体制構築を行

う取組です。申請日時点において、申請者が都内に供給している中小規模特定建築物の環境

性能により、取り組んでいただく助成対象事業のテーマが以下のとおり異なります。 

（１）建築物環境報告書制度への任意参加に向けた準備 （申請日時点において、建築物環境

報告書制度における義務基準を満たす商品ラインナップを都民へ供給していない事業

者等） 
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申請日時点において、申請者が供給している標準的な中小規模特定建築物が義務基準（6.3

参照。以下同じ。）を満たしていない場合、義務基準の全てを満たす中小規模特定建築物の商

品ラインナップを新規に開発又は改良し、都民への供給、及び環境性能を都民等へ説明する

体制の整備に要する事業 

※ 申請日時点において、建築物環境報告書制度における義務基準を満たす商品ラインナッ

プを都民へ供給している事業者であっても、建築物環境報告書制度に対応した商品ライ

ンナップをさらに増やしたい場合は事業の活用が可能です。 

（例）戸建て住宅はラインナップを有しているが、新たに集合住宅向けのラインナップを作

りたい場合等 

 

（２）先行的取組の実施（申請日時点において、建築物環境報告書制度における義務基準等

を満たす商品ラインナップを都民へ供給している事業者） 

申請日時点において、申請者が供給している標準的な中小規模特定建築物が義務基準を満

たす場合には、当該環境性能の向上を図り、誘導基準等（6.4 参照。以下同じ。）を次の組合

せで満たす中小規模特定建築物の商品ラインナップを新規に開発又は改良し、都民への供給、

及び環境性能を都民等へ説明する体制の整備に要する事業 

ア 誘導基準等第１から第３までの全て 

イ 誘導基準等第１から第４までの全て 

ウ 義務基準の全て及び誘導基準等第４ 

支援対象項目（取組内容、性能向上等）の例については、以下を参考にしてください。 

 

◆支援対象項目（取組内容）の例 

①太陽光パネルの調達等 

✔ パネル等の調達体制、初期投資ゼロスキームや PPAビジネス事業者との連携体制の整備 

➡ 採用パネルの仮決定（調達量確保、複数ルート化）、パネルの発注・在庫管理体制、初期ゼ

ロに関する契約書作成 等 

②設計基準の策定・見直し（複数ラインナップの開発にも対応） 

✔ 狭小住宅向けの PV搭載モデルや大容量 PV搭載モデル 

✔ 東京ゼロエミ住宅水準の高断熱化・省エネ化モデル   

✔ 集合（賃貸）住宅での設置モデル（収益性向上、入居者向けサービス等の提供） 

✔ 再エネの新技術や地中熱利用、ソーラーカーポート、蓄電池（V2H）等の設置モデル    

✔ 施工性を向上させる建物構造・設備設置モデル 等 

➡ PV設置可能量の検討、更なる高断熱化等の検討（金物・梁・筋交い・耐力壁等、PVにマッ

チした屋根形状への変更、防水性・耐風・耐震性能の検討、構造計算、各機器設置箇所の検

証等）   

③試施工・評価検証の実施、及び設計基準へのフィードバック 

✔ 試験体の作成、試施工作業、構造や屋根材の性能検証、施工性の評価、設計基準への反映 

④施工基準の策定・見直し、メンテナンス等の体制整備 

✔ PV等の取付方法、施工区分、施工時期の検証、防水施工方法の検証    

✔ 効率的なメンテナンス手法等の構築 

（例：発電量の遠隔監視、ドローンによる点検等の仕組み、屋根改修時の施工方法、リサイクル

体制の整備等） 

✔ 協力（下請）事業者への周知・研修など人材育成 

⑤営業部門向け研修、都民向け普及啓発、管理体制等の整備 

✔ 営業部門への研修など人材育成 

✔ 広報資料やツールの抜本的見直し、集中的な広報実施 

 

※ 建材や設備等の調達において、SDGs に配慮したサプライチェーン構築に向けた検討に

も本助成金を活用いただけます。 

※ 商品ラインナップの開発・改良に当たっては、断熱・省エネ性能を高めること又は再エ
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ネ利用設備の設置に伴い建築物が重量化することから、被交付者は供給する中小規模特

定建築物において必要な構造安全性を確保する必要があります。 

このため、本事業による中小規模特定建築物の商品ラインナップの開発又は改良にあたっ

ては、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号。以下同じ。）に基づく必要な壁量基準、及

び以下【参考】で示す基準を満たしてください。 

 

2.3 助成対象経費（交付要綱第５条参照） 

（１）本助成金の交付対象となる経費は次の（ア）～（オ）に適合し、かつ【助成対象経費一

覧】に記載する経費区分に該当するものとなります。 

（ア）助成対象事業を実施するための直接的かつ必要最小限の経費 

（イ）助成期間内に契約、取得、実施及び支払が完了する経費 

（ウ）助成対象の使途、単価、規模等の確認が可能、かつ本事業に係るものとして明確に区

分できる経費 

（エ）財産取得に該当する場合は、申請者等に所有権が帰属するものに関する経費  

（オ）直接人件費については 6.5 人件費単価一覧表を用いて算出した経費 

 

※ 共同申請者及びグループ申請における当該グループを構成する事業者の契約・取得・実

施及び支払の経費も本助成金の交付対象となります。 

※ 助成対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよう、

実行可能性を十分に検討してください。 

 

【助成対象経費一覧】 

 費目 内容 

外注・委託費 〇自社で直接実施することが困難又は適当でないものについて、外部の事業

者等（大学や試験研究機関を含む）へ委託する場合に要する経費 

（例）設計、設備・建材開発、検査や実験、市場調査、実証データ取得等 

〇共同研究に要する経費 

自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に

要する経費 

〇試作品等の運搬委託に要する経費 

自社内で不可能な実証データを取得するために、必要な機械装置等を試験

実施場所等へ輸送する場合に要する経費 

〇顧客ニーズ調査に要する経費 

本事業の対象となる試作品や商品等に係る顧客ニーズを把握するために

外注・委託により行う調査や分析に要する経費 

〇規格等の認証又は登録に要する経費 

商品等の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費 

※ 認証取得後に発生した経費や維持審査料、認証継続費用は対象外です。 

【参考】建築基準法に基づく「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応す

るための必要な壁量等の基準（案）の概要」(令和４年 10 月 28 日国土交通省住宅局公

表) 

⚫ 壁量計算については、「荷重の実態に応じて算定した必要壁量」を計算する方法と「必要

壁量表（ＺＥＨ水準等の数値）」から確認する方法に変更されます。加えて、設計上の留

意事項として、床倍率、接合部、横架材、基礎などは住宅性能表示制度の基準を求めら

れるようになります。 
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広報・宣伝費 
※助成金額の 

２割を上限 

 

本助成事業により開発・改良された中小規模特定建築物の商品ラインナップ

の広報等を目的としたものに限ります。 

 

〇展示会等への参加等に要する経費 

展示会に出展する際に必要な出展小間料、資材費、展示品や資材等の運搬

委託費及び保険料 

〇イベント等の開催に要する経費 

自社が開催するイベントに要する会場借上費用、資材費、建築費、輸送費

及び保険料 

〇広報ツール等の製作に要する経費 

カタログ・パンフレット・ロゴ・PR 用動画等の作成、特設ウェブサイトの

開設・更新等、版下製作・印刷・配布に要する経費 

※ 助成対象と対象外のページやコンテンツが混在している時は、対象外

のページやコンテンツの経費は除いて申請してください。実績報告時

に明確に切り分けられない場合は対象外となります。 

※ ウェブサイト、動画コンテンツなどの広報物は、実績報告時に内容が

実際に確認できる URL 及び画面キャプチャ、カタログ等の現物の提出

が必要です。 

〇広報の掲載に要する経費 

新聞、雑誌、ウェブサイト等への広告掲載に要する経費 

〇普及啓発施設の整備に要する経費 

開発する商品ラインナップに関する普及啓発を行うために必要となるモ

デル住宅など、都民への高い環境性能を有する住宅等の普及啓発を目的とす

る設備の建築等に要する経費 

 

【留意点】 

● 広報・宣伝費は助成金額の２割を上限とします。 

 

【助成対象とならない経費の例】 

● 小間内に自社名（又は自社ブランド名）及び開発した商品ラインナップ

名称が掲示されていない場合 

● 特定の顧客（会員等）が対象の展示会、自社主催イベント等への出展や

展示会及びイベント等が都内及び都に隣接する県内以外で開催される場

合 

● 展示会及びイベント等における自社での配送に係る経費（タクシー、バ

ス、電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車のガソリン代等） 

● 名刺、商品タグ、クリアホルダー、カレンダー手帳、記念品、ノベルティ

等の製作配布に係る経費、金券、商品券、文房具 

● 会社概要、本助成事業と関係のない商品ラインナップ等の広告、単なる

会社の PRや求人などの営業活動に活用されるだけのもの 

原材料・副資

材費 

〇取組のために直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する

経費 

（例）建材又は部品等の強度などを検証するために購入する経費 

 

※ 購入する原材料等の数量は助成事業中に使い切る必要最小限にしてく

ださい。助成事業終了時点で未使用残存品は助成対象となりません。 

機械装置・ 

工具器具費 

〇取組のために直接使用する機械装置・工具器具等の購入、レンタル及びリ

ースに要する経費 

（例）建材又は部品等の強度などの検証に用いる機械装置の購入、建材・

部材等を生産する場合の生産設備の整備又は工具等の購入に要する経費、
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※ 購入・発注等に要する経費の１件あたりの単価が税抜き 100 万円以上となる場合は、

原則として２者以上の見積書（項目ごとに単価、数量、企画、メーカー、型番等の記載

があり、価格の妥当性が評価できるもの）が必要です。 

※ 見積の相手方の１法人又は１個人事業主ごとに 100 万円を超える場合は２者見積が必

要となります。 

※ なお、事業内容の性質上、２者以上から見積りを取れない場合は、交付申請時及び実績

試施工に要する建物の建築に要する経費 

 

 

【助成対象とならない経費の例】 

● 既存機械設備等の修繕等に要する経費 

● 中古品に係る経費 

● 本助成事業に使用しないものに係る経費 

産業財産権 

出願・導入費 

〇開発した商品等の特許・実用新案等の出願に要する経費 

〇特許・実用新案等を他の事業者から譲渡又は実施許諾（ライセンス料を含

む）を受けた場合の経費 

専門家指導費 〇外部（専門家、メーカー等）から技術指導を受ける場合に要する経費 

（例）謝礼金、講習会参加費等 

 

【留意点】 

● 実績報告時に各回の指導報告書等の提出が必要です。 

賃借費 〇取組の遂行に必要な施設等を新たに借りる場合に要する経費 

（例）従業員向け研修会場、耐震実験施設を借りる経費等 

※ 土地の賃借料は対象となりません。 

直接人件費 
※助成金額の 

２割を上限 

〇商品ラインナップの開発・改良、市場投入に要する取組に直接従事する従

業員の人件費 

 

【留意点】 

● 助成対象となるのは、助成事業者の役員及び社員のうち、常態として助

成事業者の業務に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接

支払われている方となります。（役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は

雇用保険被保険証等の助成事業者との関係を証明する書類が必要です。） 

● 時間給の単価として 6.5「人件費単価一覧表」を適用します。 

● 直接人件費は助成金額の２割を上限とします。 

● 助成対象となる従事時間の上限は 1 人につき、１日８時間かつ 12 月あ

たり 1,800 時間とします。 

● 実績報告時に、直接人件費実績証明書（公社様式）、就業規則及び賃金規

定の提出が必要となります。 

● 各従事者の当月助成対象経費算定額（時間給に当月の従事時間を乗じた

額）が当月給与総支払額を超える場合は、当月給与支給額が助成対象経

費の上限となります。 

 

【助成対象とならない経費の例】 

● 被交付者との雇用関係や給与・報酬等の支払い実績が確認できない場合 

● 就業規則に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働（超過

勤務） 

● 休日労働（就業規則等に定められた休日に労働した時間） 

● 個人事業主の自らに対する報酬 

● 助成事業に直接的に関係のない業務により発生する経費（経理事務や営

業活動等の経常的業務等） 
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報告時に依頼先の業者と契約する理由を記載した「業者選定理由書」を提出（公社 HP

に参考書式あり）してください。選定理由が妥当であるか公社にて審査します。 

 

（２）助成対象外となる経費の具体例は以下のとおりです。 

・ 開発・改良と直接関係のない経費や開発・改良終了後も継続的に発生する経常的な経費 

・ 試施工した住宅モデル・設備等を第三者に譲渡・販売等をする場合 

・ 土地の賃借料 

・ 物件管理や助成金申請に関するシステム改修経費 

・ 人員の採用経費 

・ リフォームに対するラインナップ整備費 

・ 開発途中で開発をとりやめた場合 

・ 義務基準等を満たさない商品ラインナップを開発した場合 

・ 要綱で規定する日までに販売を開始しない場合 

・ 公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費、発注した機器又は施工し

た工事の経費 

・ 助成対象事業に係る消費税及び地方消費税 

・ 金融機関に対する振込手数料（ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含ま

れている場合は、助成対象経費として計上することができます。） 

・ 公社が過剰であると認める経費、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外にお

いて使用することを目的としたものに要する経費 

・ その他公社が助成対象外と認めた経費 

 

※ 見積書、請求書等には可能な限り助成対象外経費を含めないでください。助成対象外経

費を含める場合、対象外となる経費を判別できるように項目を分けてください。 
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（３）利益等排除について 

助成対象経費の中に助成対象者の自社製品の調達分又は助成対象者の関連会社等からの調

達分がある場合、本助成金交付の目的に鑑み、利益等排除を行った経費を助成対象経費とし

ます。 

 
＜利益等排除について＞ 

助成事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社からの調達

分（工事を含む）がある場合、利益等排除の対象とし、以下の方法により助成対象経費を算出しま

す。 
 

利益等排除の対象となる場合 

① 自社からの調達の場合 

② 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

③ ②を除く関係会社（助成対象者との持株比率が 20％以上 100％未満）からの調達の場合 
 

【①及び②に該当する場合】 

調達品の原価（製造原価又は工事原価）をもって助成対象経費とします。 

→ 助成対象経費 ＝ 原価（製造原価又は工事原価） 
 

〔原価と証明できない場合〕 

①の場合は、自社の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する 

総利益の割合（売上総利益率がマイナスの場合は 0 とする。）をもって、市場流通価格 

から利益相当額の排除を行います。 

②の場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における「売上総利益率」 

をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 

→ 助成対象経費 ＝ 市場流通価格又は取引価格 ×（1－自社又は調達先の売上総利益率） 
 

【③に該当する場合】 

調達品の原価（製造原価又は工事原価）と調達品に対する経費等（販売費及び一般管理費） 

の合計を助成対象経費とします。 

→ 助成対象経費 ＝ 原価（製造原価又は工事原価）＋ 経費等（販売費及び一般管理費） 
 

〔原価及び経費等を証明できない場合〕 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する営業利益の 

割合（営業利益率がマイナスの場合は 0 とする。）をもって、取引価格から利益相当額の 

排除を行います。 

→ 助成対象経費 ＝ 取引価格 ×（1－調達先の営業利益率） 

助成対象経費のイメージ図 

 

  
 

  

売上原価 
（製造原価又は工事原価） 

販売費及び 
一般管理費 

営業利益 

  

 

 

※ 上記内容の判定にあたっては、根拠となる決算報告書等の書類を提出していただきます。書類
の提示がない場合は、利益等排除部分以外も助成対象外となる場合がありますので、ご注意く
ださい。 

 

売上総利益 

売上高 

①②助成対象経費 

③助成対象経費 
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2.4助成期間 

助成金の交付が決定された日が属する月を起点とし、月を単位として上限は 12 月となりま

す。ただし、助成期間の末日は令和８年３月 31 日以前とし、交付決定日より前の契約等に関

わる経費については助成対象外となります。 

 

2.5助成金額 
 助成対象経費の２/３の額。ただし、3,000 万円を上限額とします。 

・ 助成金額の千円未満の端数は切り捨てとします。 

・ 支払いは事業終了後の実績払いです。（概算払いはありません。） 

 

2.6注意事項 

（１）助成対象経費の支払方法について  

支払い可能な方法及び不可能な方法は以下のとおりです。 

＜可能な方法＞ 

現金、銀行振込、クレジットカード、割賦販売、ローン契約 

＜不可能な方法＞ 

小切手、手形、相殺、ファクタリング（債権譲渡）、その他不適当と認められる方法 

  

（２）他の補助金との併用について  

国、都、公社等からの他の補助金との併用はできません。  
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３．交付申請から助成金交付までの流れ 
3.1事前相談 

交付申請に当たっては、公社との事前相談を行うことが可能です。 

なお、事前相談がない場合でも交付申請を行うことは可能ですが、申請を予定している内

容が本事業の助成対象となるか等、不明な点がある場合は、積極的に事前相談を行うことを

検討してください。 

・ 事前相談にあたっては「事前相談シート」を記入の上、公社までメールを送付してくだ

さい。メールを受理した後、開催の日程を調整します。 

「事前相談シート」は、公社ホームページからダウンロードしてください。 
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou 

 

3.2 交付申請（交付要綱第６条参照） 

助成対象事業を行う前に、交付申請をしてください。契約・発注・施工・支払等の事後の申

請は認めません。 

申請に必要な書類や様式の作成、提出に当たって不明な点がある場合は、事前に公社へご

相談ください。 

（１）申請受付期間 

 令和７年度 助成金交付申請受付期限：令和７年７月 31日（木）17：00 必着 

※ 上記期間に提出された交付申請書は、先着順に受理し、審査を行います。 

※ 受理した申請の交付額の合計が、公社の予算の範囲を超えた日（予算超過日）をもって、

申請の受理を停止します。 

※ 予算超過日に複数の申請があった場合、当該複数の申請のうち、予算額を超えない申請

案件について抽選を行い、本助成金の交付額の合計が公社の基金を超えない範囲で受理

するものを決定します。 

 

（２）提出書類 

助成金交付申請書（第１号様式）、誓約書（第２号様式）及びその他必要に応じて「５.申請

及び実績報告の提出書類について」に掲げる交付申請に必要な書類及びチェックリストを提

出してください。 

申請書類の様式は、公社ホームページからダウンロードしてください。 
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou 

 

（３）提出方法 

原則として、電子メールで提出してください。また、以後提出する書類は、交付申請時と

同じ方法（電子メール）により提出してください。 

以下のファイル作成時の注意事項を遵守してください（交付申請書、実績報告書等共通）。 

① ホームページから交付申請書・実績報告書の提出用フォルダを取得してください。 

② 交付申請書・実績報告書のフォルダ内の各書類のフォルダ名称に従って、該当する

様式・添付資料を格納してください。必要がないフォルダは削除してください。 

③ 格納データは PDF形式とし、様式については必ず Excelデータも格納してください。 

④ 格納データは様式・添付資料の名称や番号等が必ずわかるようにしてください。 

⑤ 次の公社指定のメールアドレスに申請書類一式を添付の上、送信してください。 

※ メールの件名を以下のとおりとしてください。 

申請書提出時：「【環境性能向上支援事業】交付申請書提出」 

報告書提出時：「【環境性能向上支援事業】実績報告書提出（交付決定番号：○○）」 

※ メールに添付可能なデータ容量は、概ね 10M バイトです。容量が大きくなる場合、

メールを複数に分けてください。 

提出用メールアドレス 

cnt-seino@tokyokankyo.jp 

※ 提出書類の受付専用のメールアドレスになりますのでご注意ください。 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou
mailto:cnt-seino@tokyokankyo.jp
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（４）申請書類の不備について 

公社が受付した申請書類及び実績報告書類に不備がある場合、公社が修正を求めた日の翌

日から起算して１ヶ月以内に当該不備の修正を行わないときは、その申請が撤回されたもの

とみなします。 

 

（５）共同申請について 

 共同申請者が交付申請者となる場合は、2.1 に定める事業者と共同で手続をしなければなり

ません。 

 

3.3 審査 

・ 審査の過程で、現地確認・調査及び面接（ヒアリング）・追加資料の提出を行う場合が

あります。 

・ 審査の途中経過に関するお問い合わせには回答できません。 

・ 原則、提出された申請書類は返却しません。手元に控えをご用意ください。 

・ 交付決定後に助成対象者の都合で辞退する場合、次回以降の応募を制限することがあり

ます。 

・ 公社職員への働きかけ・陳情等により、公正中立性が確保されないと判断した場合、審

査対象から除外します。 

 

3.4 交付決定（交付要綱第７条参照） 

（１）申請の内容についての書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、公社の基金

の範囲内で本助成金の交付又は不交付の決定を行います。 

（２）助成金を交付する場合は助成金交付決定通知書（第３号様式）、不交付とする場合は助

成金不交付決定通知書（第４号様式）により通知します。 

※ 助成金交付決定通知書に記載された助成金額は、助成限度額を明示するものであり、実

際にお支払いする助成金額を約束するものではありません。助成事業完了後に提出する

実績報告書の審査により、助成金額が確定します。なお、実際に助成事業に要した経費

が交付決定通知書の助成金額を超えた場合においても、交付決定時の金額を助成金額と

します。  

※ 助成金交付決定通知書は大切に保管してください。（全ての公社からの文書及び関係書

類は再発行できません。処分制限期間内（4.13 参照）は破棄せず保管してください。） 

 

3.5 契約等（交付要綱第９条参照） 

助成事業の実施に当たり、売買、請負その他の契約を行う場合は、競争入札に付し、最も

金額の低い見積書を提示した業者と契約を締結しなければなりません。 

ただし、以下の場合においてはこの限りではありません。 

① 契約額（税抜）が 100 万円未満の場合 

② 当該助成事業の運営上、競争入札に付すことが著しく困難又は不適当である場合 

なお、②の場合は、交付申請時及び実績報告時に依頼先の業者と契約する理由を記載した

「業者選定理由書」を提出してください（公社ＨＰに参考書式あり）。発注先の選定理由が妥

当であるかを公社にて審査します。 

※競争に付すことが著しく困難又は不適当である場合とは、特別な技術を要する案件や特

許制度にかかる案件などにより、他の業者には外注・委託等が困難である場合などを指

します。 

 

3.6 実績報告（交付要綱第 18条参照） 

（１）報告期限 
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助成事業完了日から 60日以内 

※締切日時を過ぎて提出された書類は受付けません。 

 

（２）提出書類 

助成事業実績報告書兼助成金交付請求書・取得財産等一覧表（第 12 号様式）を含めた「５.

申請及び実績報告の提出について」に掲げる実績報告に必要な書類及びチェックリストを提

出してください。 

※ 事業完了の遅延が見込まれる場合及び申請時から事業計画を変更する場合、速やかに公

社へ報告及び申請してください。 

※ 天災地変その他被交付者の責に帰することのできない理由として公社が認める場合は、

公社が認める期間までに報告してください。 

 

3.7 助成金の額の確定（交付要綱第 19条参照） 

実績報告の内容についての書類審査により、当該助成事業の内容が交付決定の内容及びこ

れに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき本助成金の額を確定し、その旨を

当該被交付者に対し、助成金額確定通知書（第 14 号様式）により通知します。 

確定する本助成金の額は、交付決定通知書に記載した交付決定額（助成事業変更の承認の

通知を受けている場合は、変更された後の額）と、実績報告額のいずれか低い額とします。 

※ 必要に応じて現地調査等を実施します。 

※ 申請どおりに事業が実施されていない場合、助成金をお支払いできない可能性があり

ます。 

※ 助成金額の確定後においても、「4.8 交付決定の取消し」の要件に該当した場合は、助

成金の交付決定が取り消されることがあります。 

※ 助成対象経費の妥当性を確認するため、追加資料（費用の詳細な内訳、工程表、成果物

の内容が確認できる資料等）を提出いただく可能性があります。助成対象経費が妥当

と判断できない場合、助成金額の減額あるいは不交付とすることがあります。 

 

3.8 助成金の交付（交付要綱第 19条参照） 

助成金額確定通知書により助成金の額を確定した後、本助成金を支払います。 

共同申請の場合、被交付者又は共同申請者のいずれかに助成金をお支払しますので、被交

付者又は共同申請者間で精算手続が必要な場合は、被交付者又は共同申請者が助成金を受領

した日の翌日から起算して 10 日以内に参加企業別配分算出表及び参加企業の領収書、口座振

込書控の写しを提出してください。 

グループ申請の場合、主幹事社へ助成金をお支払しますので、グループを構成する事業者

と精算手続が必要な場合は、主幹事社が助成金を受領した日の翌日から起算して 10 日以内に

参加企業別配分算出表及び参加企業の領収書、口座振込書控の写しを提出してください。 

 

3.9 交付の条件（交付要綱第８条参照） 

助成金の交付決定にあたり、助成金の交付の目的を達成するため、本助成金の交付決定の

通知を受ける助成対象者（被交付者）に対し、次に掲げる条件を付するものとします。 

・ 被交付者は、この要綱並びに本助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、

善良なる管理者の注意をもって助成事業により取得し、整備し又は効用の増加した財

産（以下「取得財産等」という。）を管理しなければなりません。 

・ 被交付者は、公社が本事業の目的を達成するために現地調査等を行う場合はこれに協

力するとともに、公社が必要な資料及び情報を求めたときは公社の指定する期日まで

に公社に提供しなければなりません。 

助成事業完了日 

交付決定を受けた商品ラインナップについての開発や改良等が完了した日又はその経

費の精算が終わった日のいずれか遅い日 
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・ 被交付者は、助成対象経費について本助成金以外に、国、都又は公社の補助金の交付を

受け補助事業を行う者から、本事業と事業目的及び対象を同一とする補助金等を受給

してはいけません。 

・ 被交付者（共同申請者を除く。）は、本助成金を受給して開発した中小規模特定建築物

の商品ラインナップについて、交付申請において提示した事業計画が完了した日から

60 日以内又は令和８年３月 31 日のうちいずれか早い日までに第三者に当該商品の販

売を開始しなければなりません。 

・ 被交付者（共同申請者を除く。）は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平

成 12 年東京都条例第 215 号）第 23 条の 11 第１項に定める建築物環境報告書を、都

民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成13年東京都規則第34号）

第 13 条の５の６第１項に定める方法により知事に提出しなければなりません。 

・ 被交付者は、助成事業の実施にあたり、実施要綱及び交付要綱、その他法令の規定を遵

守しなければなりません。 
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４．その他必要に応じた手続き等 
4.1 申請の撤回（交付要綱第 10条参照） 

本助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、本助成金の交付決

定の通知を受領した日の翌日から起算して 14 日以内に助成金交付申請撤回届出書（第５号様

式）を公社に提出し、申請の撤回をすることができます。 

 

4.2 助成事業の承継（交付要綱第 11条参照） 

（１）被交付者の地位の承継が行われた場合において、被交付者の地位を承継した承継者が

当該助成事業を継続して実施しようとするときは、承継者は助成事業承継承認申請書

（第６号様式）を公社に提出してください。ただし、助成事業完了日から処分制限期

間（4.13 参照）を経過後に被交付者の地位の承継があった場合を除きます。 

（２）公社は、承継の申請を受けた場合、承継者が当該助成事業を継続して実施することの

承認又は不承認を決定し、助成事業承継（承認・不承認）通知書（第７号様式）によ

り、承継者へ通知します。 

（３）公社が（２）の承認通知書により承継者へ通知した場合、本助成金の交付に伴う全て

の条件及び義務は承継者に移転するものとし交付要綱及び手引の「被交付者」を「承

継者」と読み替えて、規定を適用します。 

 

4.3 事情変更による決定の取消し等（交付要綱第 12条参照） 

公社は、本助成金の交付の決定後、天災地変その他本助成金の交付の決定後生じた事情の

変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合、本助成金の交付決定

の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更する

ことができます。ただし、助成対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、こ

の限りではありません。 

 

4.4 助成事業の変更に伴う申請（交付要綱第 16条参照） 

（１）被交付者は、助成事業の内容を変更しようとする場合、事前に助成事業変更申請書（第

10 号様式）を提出してください。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合を除きます。 

① 事業目的に変更をもたらすものではなく、かつ、被交付者の自由な創意により、より

能率的な事業目的達成に資するものと考えられる場合 

② 事業目的及び事業効果に影響を与えない事業計画の細部の変更である場合 

（２）公社は、（１）の申請を受け、その内容が妥当であると認めたときは、変更を承認しま

す。 

（３）公社は、（２）の承認をしたときは、その旨を当該被交付者に助成事業変更（承認・不

承認）通知書（第 11 号様式）により通知します。なお、被交付者が助成対象経費を

交付決定金額から変更した場合、その変更後の額を交付決定額とします。ただし、助

成対象経費の増額は承認しません。 

（４）公社は、（２）の承認に当たり、必要に応じ条件を付すことができます。 

※ 助成事業の実施体制を変更する場合も、助成事業の内容変更に該当します。  

※ 事業計画の変更の承認には時間を要することがあり、結果的に事業期間の延長に繋がる

可能性があります。十分に検討したうえで交付申請してください。 

※ （１）①②に掲げる軽微な変更の場合、変更申請書の提出は必要ありませんが、事前に

公社へご相談ください。 
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4.5 助成事業期間の遅延等の届出（交付要綱第 17条参照） 

（１）被交付者は、3.2 交付申請により提出した助成金交付申請書又は 4.4 助成事業の変更に

伴う申請により提出し、承認を受けた助成事業変更申請書の内容に基づいて助成事業

を進捗させるよう努めなければなりません。 

（２）被交付者は、やむを得ない事由により助成事業を予定の期間に完了することができな

いと見込まれるときは、速やかに助成事業遅延等届出書（第 12 号様式）を提出してく

ださい。 

（３）公社は、（２）の助成事業遅延等届出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当

該被交付者に対して助言その他必要かつ適切な措置を講じるものとします。 

※ 助成事業期間の他にも変更が生じる場合、助成事業変更申請書を提出してください。 

※ 実績報告の報告期限に影響を与えない軽微な遅延である場合、助成事業遅延等届出書

の提出は必要ありませんが、事前に公社へご相談ください。 

 

4.6 被交付者情報の変更に伴う届出（交付要綱第 13条参照） 

以下のとおり事業者情報を変更した場合、速やかに被交付者情報の変更届出書（第８号様

式）を公社に提出してください。 

種別 事業者情報の変更内容  提出書類 

法人等 名称、代表者の氏名、主

たる事務所の所在地等  

● 履歴事項全部証明書（発行から３か月以内のも

の） 

個人事業主 氏名、住所等 ● 住民票の原本若しくはコピー（発行から３か月

以内でマイナンバーの記載が無いもの） 

● 変更手続き済のマイナンバーカードの写し 

● 変更手続き済の運転免許証の写し 

  

4.7 債権譲渡の禁止（交付要綱第 14条参照） 

交付決定によって生じる権利の全部又は一部について、第三者に対して譲渡をし、又は承

継（4.2 助成事業の承継を除く。）をさせてはなりません。ただし、公社の承認を事前に得た

場合はこの限りではありません。 

 

4.8 助成事業の廃止の報告（交付要綱第 15条参照） 

助成事業を廃止しようとするときは、速やかに助成事業廃止届出書（第９号様式）を公社

に提出してください。 

 

4.9 交付決定の取消し（交付要綱第 20条参照） 

・ 次のいずれかに該当する場合、助成金交付決定の全部または一部を取り消すことがあり

ます。 

・ 偽りその他不正の手段により本助成金の交付の決定を受けたとき。 

・ 本助成金を他の用途に使用したとき。 

・ 交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反し、又はこの要綱に基づく

公社の請求に応じなかったとき。 

・ 被交付者（法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員

を含む。）が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき。 

取消しをした場合、速やかに当該被交付者に助成金交付決定取消通知書（第 15 号様式）に

より通知します。助成金の額の確定後においても取り消すことがあります。 

 

＜取消しの具体例＞  

・ 要件を満たさない経費を計上していた場合 

・ 他の補助金等との重複受給が判明した場合 

・ 本手引及び交付要綱に明記されている、事業に必要な提出書類が提出されない場合 



18 

・ 処分制限期間内に故障した財産を放置する等、善管注意義務を果たさない場合 

 

4.10 本助成金の返還（交付要綱第 21条参照） 

（１）取消しを行った場合において、既に交付を行った本助成金があるときは、当該被交付

者に対し、助成金返還請求通知書（第 16 号様式）により期限を付して本助成金の全部

又は一部の返還を請求します。 

（２）本助成金の返還の請求を受けたときは、公社が指定する期日までに、本助成金を公社

に返還してください。 

（３）本助成金を返還したときは、公社に対し、助成金返還報告書（第 17 号様式）を提出し

てください。 

（４）（３）は、4.11 違約加算金や 4.12 延滞金を請求した場合に準用します。 

 

4.11 違約加算金（交付要綱第 22条参照） 

（１）4.8 の取消しを行ったときは、当該被交付者に対し、本助成金の受領の日から納付の日

までの日数（公社の事務処理に係る期間として公社が認める日数を除く。）に応じ、返

還すべき額につき年 10.95 パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金を請求しま

す。 

（２）違約加算金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければなりません。 

 

4.12 延滞金（交付要綱第 23条参照） 

（１）本助成金の返還を請求した場合であって、当該被交付者が、公社が指定する期限まで

に当該返還金額（違約加算金がある場合には当該違約加算金を含みます。）を納付しな

かったときは、当該被交付者に対し、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

未納付の額につき年 10.95 パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を請求します。 

（２）延滞金の請求を受けたときは、これを公社に納付しなければなりません。 

 

4.13 他の助成金等の一時停止（交付要綱第 24条参照） 

本助成金の返還、違約加算金、延滞金の請求をしたにも関わらず、当該助成金、違約加算

金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について

交付すべき助成金その他の給付金があるときは、相当の限度においてその交付を一部停止し、

又は当該給付金と未納付額とを相殺します。 

 

4.14 財産の管理及び財産の処分（交付要綱第 25条、第 26条参照） 

（１）財産の管理及び処分の制限 

取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15

号）に定められた耐用年数の期間（以下「法定耐用年数の期間」という。）において、善良な

管理者の注意を持って管理し、本助成金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ってく

ださい。原則処分を認めません。また、故障等不具合が生じたときは、速やかに修理又は改

善に係る措置をとらなければなりません。 

 

（２）処分制限期間 

取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が１件当たり 50 万円以上のものについて

は、取得の日から 10 年以内又は実績報告時に公社に提出する取得財産等一覧表に基づいて法

定耐用年数の期間が経過する日のいずれか早い日までが処分制限期間となります。 

 

 

（３）処分に係る必要な手続き 

処分とは 

本助成金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、破棄、貸し付け、担保に供すること

等が該当します。 
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（２）の期間内に取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ公社の承認を得

た上で、算出金を公社に納付しなければなりません（助成事業完了日から処分制限期間

を経過した場合及び天災地変その他被交付者の責に帰することができない理由として公

社が認める場合は除きます。）。 

 

＜手続きの流れ＞ 

① あらかじめ取得財産等処分承認申請書（第 18 号様式）を公社に提出してください。 

② 必要に応じて助成金等交付財産の財産処分承認基準（平成２６年４月１日付 26 都環公

総地第６号）第３ ２に定める方法により算出した額（算出金）を財産等の処分に係る

納付額通知書（第 19 号様式）により請求します。 

③ 算出金を公社に納付してください。 

④ 算出金が納付され、処分を承認したときは、速やかに財産等処分承認通知書（第 20 号

様式）により通知します。 

＜算出金の計算方法＞  

算出金の額 ＝ 助成額 × （ １ －           ） 

※ 経過期間は、助成事業完了日からの月数で計算します。 

※ 助成額は、助成対象事業経費内訳書又は見積書・請求書等の内訳書に記載されている金

額（内訳書記載額）が根拠となります。 

 

4.15 助成事業の経理（交付要綱第 27条参照） 

（１）助成事業の経理について、その収支を明確に区分した証拠の書類（帳簿や支出の根拠

書類等）を整備しておかなければなりません。 

（２）証拠の書類について、助成事業実績報告書を提出した日の属する年度の終了の日から

10 年間保存しておかなければなりません。 

 

4.16 調査等、指導・助言（交付要綱第 28、第 29条参照） 

（１）公社は、本事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、本事業に関

する報告を求め事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査し、関係者に質問

します。被交付者はこれに協力しなければなりません。 

（２）本事業の適切な執行のため、必要な指導及び助言を行うことができます。  

 

4.17 個人情報等の取り扱い（交付要綱第 30条参照） 

（１）本事業の実施に関して知り得た被交付者等に係る個人情報については、本事業及び都

の実施する手続きサクサクプロジェクト（事業者データベースの活用）の目的を達成

するために必要な範囲において、都に提供するほか、国及び他の地方公共団体が行う

補助金等の交付事業に関わる目的にのみ使用します。 

（２）助成金の交付額の算定その他本事業の目的を達成するために必要な範囲において、被

交付者が国、地方公共団体等から交付される補助金その他の給付金の額に係る情報を

国、地方公共団体等と協議の上、当該国、地方公共団体等から収集することができま

す。 

（３）上記及び法令に定められた場合を除き、本事業の実施に関して知り得た助成対象者等

の個人情報等について、本人の承諾なしに、第三者に提供し、または第三者から収集

することはありません。 

 
 

  

処分制限期間 

経過期間 
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５．申請及び実績報告の提出書類について 
5.1 提出書類一覧 

必要な提出書類は、以下のとおりとなります。 

◯別表第１ 交付申請に必要な提出書類（第６条関係）  ○：必須、△：対象の場合 

 提出書類 様式 ① 
チ
ェ
ッ
ク 

備考 

１ 提出書類チェックリスト  ○   

２ 助成金交付申請書 
第１号 

様式 
○  事業実施計画書・内訳書を含みます。 

３ 誓約書 
第２号 

様式 
○  

「規定の遵守」、「建築物環境報告書制度に任意で参

加すること」、 「規定の日までに販売を開始すること」

等の記載がありますので、必ず確認し、提出してくだ

さい。 

４ 

登記簿謄本（現在事項

全部証明書）の写し 
 △  

・法人の場合に提出してください（共同申請の場合

は、2.1 に定める事業者に加えて共同申請者の分

が、グループの場合は、申請者全員分が必要で

す。）。 

・発行から３ヵ月以内のものに限ります。 

個人事業の開業届  △  

個人事業主の場合に提出してください（共同申請の

場合は、2.1に定める事業者に加えて共同申請者の

分が、グループの場合は、申請者全員分が必要で

す。）。 

都内税務署に提出された開業届の写しを提出してく

ださい。 

５ 

建設業許可通知書又

は建設業許可証明書 

その他業種に係る営業

に必要な許可等を取

得していることがわかる

書類 

 ○   

６ 

見積書 

（本事業のために新た

に取得したものに限る） 

 ○  

内訳書に記載されているものがわかるよう記載してく

ださい。 

購入・発注等に要する経費の１件あたりの単価が税

抜き 100 万円以上となる場合は、原則として２者以上

の見積書（項目ごとに単価、数量、企画、メーカー、

型番等の記載があり、価格の妥当性が評価できるも

の）が必要です。 

なお、事業内容の性質上、2社以上から見積りを取れ

ない場合は、依頼先の業者と契約する理由を記載し

た「理由書」の提出が必要です。 

７ 
自社製品の調達等に

係る経費の算定根拠 
 △  

助成対象経費の中に助成対象事業者の自社製品の

調達等がある場合に提出してください。 

８ 

中小規模特定建築物

の標準的な仕様（環境

性能に関わるもの） が

わかる書類 

 ○  

・一次エネルギー消費量計算結果（web プログラムの

計算結果）等 

※現在供給している中小規模特定建築物の標準的

な仕様（環境性能に関わるもの）及び開発・改良

を行う商品ラインナップの標準的な仕様等の目標

（環境性能向上に関わるもの）の両方提出してく

ださい。 

９ 
その他公社が必要と認

める書類 
 △  必要な場合に提出してください。 

※赤太字下線の申請書類については「5.2 提出書類に関する注意事項等」も確認ください。 

 
No 
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〇別表第２ 実績報告に必要な提出書類（第 17条関係）  ○：必須、△：対象の場合 

 提出書類 様式 ② 

チ
ェ
ッ
ク 

備考 

１ 
提出書類チェックリス

ト 
  ○    

２ 

実績報告書兼助成金

交付請求書 

取得財産等一覧表 

第 12号 

様式 
〇   

３ そ
の
他
経
理
関
係
書
類 

契約書（写し）   ○  

工事、売買等に関するものを提出してください。発注

書又は請書でも可能です。 

なお、購入・発注等に要する経費の１件あたりの単価

が税抜き 100 万円以上となる場合かつ、交付申請時

に 2 社以上から見積りを取れなかった契約について

は、依頼先の業者と契約した理由を記載した「理由

書」の提出が必要です。 

交付申請時に「理由書」を提出済みで、その後内容に

変更がなかった場合も再度提出してください。 

４ 請求書（写し）   ○    

５ 領収書（写し）   ○    

６ 
振込口座が確

認できる資料 
 ○   

７ 
外注・委託費に係る

完了・成果が確認で

きる書類等 
 △  設計書、試験報告書、完了報告書等 

８ 
規格等の認証登録が

確認できる書類 
 △   

９ 
製作した広報物が確

認できる書類等 
 △  

ウェブサイトや動画コンテンツの場合は URL や画面キ

ャプチャ、印刷物の場合はカタログ等の電子データ 

10 
普及啓発施設（モデ

ル住宅等）の写真 
 △  自社名又は商品ラインナップが掲示されているもの 

11 
購入品のカタログ、写

真 
 △  原材料・副資材費、機械装置・工具機器費の場合 

12 

特許庁の受領書、特

許事務所棟の有資格

者に依頼した内容が

わかる書類 

 △  産業財産権出願・導入費の場合 

13 指導報告書等  △  専門家指導費の場合 

14 
直接人件費実績証明

書 
 △  直接人件費の場合（公社書式） 

15 

中小規模特定建築物

の標準的な仕様（環

境性能に関わるもの） 

がわかる書類 

 〇  
一次エネルギー消費量計算結果（web プログラムの計

算結果）等 

 
No 
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16 
開発した住宅等の商

品ラインナップの販売

がわかる書類 
 ○  商品販売のプレスリリース等 

17 
その他公社が必要と

認める書類 
  △  必要な場合に提出してください。 

※赤太字下線の申請書類については「5.2提出書類に関する注意事項等」も確認ください。 
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5.2 提出書類に関する注意事項等 

（１）契約書（写し） 

下記内容が分かる書類を提出してください。 

① 契約締結日 

② 契約者名（助成対象者である必要があります。） 

③ 契約内容 

④ 発行者 

⑤ 発行会社印 

・ 契約日は交付決定日以後のものである必要があります。 

 

（２）振込口座が確認できる資料 

助成金交付請求書の「振込口座が確認できる資料」です。金融機関名（コード）、支店名（コ

ード）、預金種類、口座番号、カタカナの口座名義等の助成金振込口座情報が明記されている

通帳のコピー等を提出してください。共同申請の場合、被交付者又は共同申請者のいずれか

に助成金をお支払いします。グループ申請の場合、主幹事社に助成金をお支払いします。 

・ 被交付者又は共同申請者と同一の口座名義としてください。 

・ インターネットバンキング等で通帳不発行の場合は、金融機関発行のもの又は金融機関

ホームページのログイン後画面の写しで、金融機関名（コード）、支店名（コード）、預

金種類、口座番号、カタカナの口座名義が確認できるものを提出ください。 

 

（３）中小規模特定建築物の標準的な仕様（環境性能に関わるもの）がわかる書類 

開発目標基準に数値等が達していることがわかる根拠となる資料の提出をお願いします。 

・ 一次エネルギー消費量計算結果（web プログラムの計算結果） 

・ その他基準値算出根拠資料 等 

 

（４）直接人件費実績証明書 

直接人件費を助成対象経費として実績報告する場合、公社ＨＰにある指定の書式をダウン

ロードしてください。基本情報、実績証明書及び別紙内訳書のシートをご記入の上、実績証

明書及び別紙内訳書を PDF 形式とし、実績証明書には代表者印を押印の上、その他必要な書

類と併せて提出してください。併せて Excel データのご提出もお願いいたします。 
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６ 参考資料 
6.1 建築物環境報告書制度の概要 

 
 

  

 

 

 

 ※「環境性能向上支援事業」（助成金）の助成対象者について 

   ・助成金申請年度の翌年度以降３年度のうち、任意参加要件を満たす直近の年度に、特定供給事業者 

として建築物環境報告書制度に任意で参加することを誓約する中小ハウスメーカー等となります。 

   ・別途募集を行っている助成金「設計・施工技術向上支援事業」（助成金）の併給は不可とします。 
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6.2 用語説明 
 

（１）中小規模特定建築物 

延床面積 10 平方メートル超、２千平方メートル未満の新築建築物（非住宅も含む。）。ただ

し、次に該当するものは除く。 

（ア）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成二十七年法律第五十三号。以

下「建築物省エネ法」という。）第十八条各号のいずれかに該当する建築物 

（イ）大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島、青ヶ島村及び小笠原村の区域内

における建築物 

（２）建築物環境報告書制度 

都内における年間供給延床面積が合計２万平方メートル以上の事業者又は年間供給延床面

積が合計５千平方メートル以上で、事前申請を行い知事から承認を得た事業者（以下「特定

供給事業者」という。）を対象とし、中小規模特定建築物への断熱・省エネ性能の確保、再生

可能エネルギー設備の設置等の義務付けや誘導を行う仕組み。（制度の概要及び対象者につい

ては 6.1 参照。） 

（３）任意参加予定者 

本助成金の交付申請年度の翌年度に、建築物環境報告書制度に任意で参加する者 

（４）共同申請者 

 2.1 に定める事業者の関係会社のうち、規格建築物の開発等を主に業とする法人又は個人

事業主。（2.1に定める事業者と共同で申請する者に限る。） 

（５）関係会社 

 財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の

関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 

（６）中小企業者等 

2.1 に定める事業者のうち中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定

する中小企業又は、複数の中小企業が構成するグループ。ただし、次のいずれにも該当しな

いものとする。 

（ア）国又は地方公共団体が出資するもの 

（イ）以下のいずれかに該当する大企業が実質的に経営に参画しているもの 

① 大企業が単独で発行済みの株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有又は出資して

いる場合 

② 大企業が複数で発行済みの株式総数又は出資総額の３分の２を所有又は出資している

場合 

③ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合 

④ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合 

（中小企業の定義） 

業種分類（日本標準産業分類） 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

製造業、建設業、運輸業、 

  その他の業種 
３億円以下 300 人以下 

注１）この要件は、中小企業庁の定義に従っています。 

注２）「業種分類」は、日本標準産業分類による区分です。複数の業種がある場合は、「売上高」が大き

い方を主たる業種とします。 

注３）資本金規模若しくは従業員規模のどちらかを満たすことが必要です。 

注４）「常時使用する従業員」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とす

る者」とし、会社役員及び個人事業主は該当しません。 

注５）中小企業基本法上の「会社」の範囲は、会社法上の会社等（株式会社、合名会社、合資会社、合

同会社、（特例：有限会社/会社法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律））及び士業法人
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（弁護士法に基づく弁護士法人、公認会計士法基づく監査法人、税理士法に基づく税理士法人、

行政書士法に基づく行政書士法人、司法書士法に基づく司法書士法人、弁理士法に基づく特許

業務法人、社会保険労務士法に基づく社会保険労務法人、土地家屋調査士法に基づく土地家屋

調査士法人）です。 

＜参考＞中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）（抄） 

 

（７）中小規模特定建築物の商品ラインナップ 

分譲型一戸建て規格住宅又は請負型規格住宅等（集合住宅、非住宅を含む）において、同

一の商品名や類似したデザイン・仕様等で括られる複数の中小規模特定建築物であり、建物

供給事業者があらかじめ自ら定めた外皮や設備等に基づき、標準的な仕様として顧客に供給

するもの。（標準的な仕様等とは、当該住宅ラインナップのパンフレット・標準仕様書等に記

載されているものとする。） 

（８）義務基準 

特定供給事業者が購入者等へ供給する中小規模特定建築物の商品ラインナップが満たさなけ

ればならない次の基準をいう。（6.3 参照） 

① 都民の健康と安全を確保する条例施行規則（平成 13年東京都規則第 34号。以下「規

則」という。）第 13条の５の２第７項に規定する省エネルギー性能基準（同規則別表

第１の５ ３の項の表イからハまでの欄における住宅用途ＢＥＩの値は、同表備考３

⑴本文により算出した値とする。）その他知事が別に定める事項 

② ２キロワット以上の定格出力を備えた太陽光発電設備の設置その他知事が別に定める

事項 

③ 規則第 13条の５の４第１項及び第２項に規定する電気自動車充電設備整備基準その 

他知事が別に定める事項 

（９）誘導基準等 

特定供給事業者が購入者等へ供給する中小規模特定建築物の商品ラインナップが満たすよ

う努めなければならない次の基準をいう。 

① 条例第 23 条の７第２項に規定する東京都建築物環境配慮指針（令和５年東京都告示

第 639号。以下「配慮指針」という。）で定める誘導すべき省エネルギー性能基準

（配慮指針別表第４ １の表イからハまでの欄における住宅用途ＢＥＩの値は、同表

備考１本文により算出した値とする。）その他知事が別に定める事項 

② ５キロワット（分譲型一戸建て規格住宅の用途に供するものにあっては４キロワッ

ト）以上の定格出力を備えた太陽光発電設備の設置その他知事が別に定める事項 

③ 条例第 23 条の９第２項に規定する配慮指針で定める誘導すべき電気自動車充電設備

（中小企業者の範囲及び用語の定義）  

第二条   この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次

の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を

図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。  

一   資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次

号から第四号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営む

もの  

二   資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営

むもの  

三   資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業と

して営むもの  

四   資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業とし

て営むもの 
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整備基準その他知事が別に定める事項 

④ 配慮指針第３章第１に定める環境への負荷の低減を図るために必要な措置 
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6.3 義務基準 

（１）省エネルギー性能基準 

 

 

【表１】（住宅用途） 

 建築物の熱負荷の低減に関する

基準 

設備システムのエネルギー利用

の低減に関する基準 

規
格
住
宅 

① 分譲型 

外皮平均熱貫流率が 0.87 以下

（地域区分（※１）四における

中小規模特定建築物については

0.75 以下）であること。 

住宅用途ＢＥＩ（※２）が 0.85

以下であること。 

② 請負型 
住宅用途ＢＥＩが 0.8 以下であ

ること。 

③ 長屋又は 

共同住宅 

住宅用途ＢＥＩが 0.9 以下であ

ること。 

④ 住宅その他これに 

類するもの（①～ 

③を除く。） 

外皮平均熱貫流率が 0.87 以下

（地域区分四における中小規模

特定建築物については 0.75 以

下）であること又は住宅部分の

外壁、窓等を通しての熱の損失

の防止に関する基準及び一次エ

ネルギー消費量に関する基準

（平成二十八年国土交通省告示

第二百六十六号。以下「住宅仕

様基準」という。）第一項⑴、⑵

及び⑶イに適合すること。 

住宅用途ＢＥＩが 1.0 以下であ

る事又は住宅仕様基準第第二項

に適合すること。 

注：地域区分により基準が異なる場合は、当該中小規模特定建築物の商品ラインナップが供給を予

定している地域の基準を満たすこと。以下同じ。 

【表２】（非住宅用途） 

 建築物の熱負荷の低減に関する

基準 

設備システムのエネルギー利用

の低減に関する基準 

① 規則第９条の２第１

項第２号から第６号

までに規定する用途

に供する部分 

ＢＰＩ（※３）が 1.0 以下であ

ること。 

非住宅用途ＢＥＩ（※４）が 1.0

以下であること。 

② 規則第９条の２第１

項第９号に規定する

用途に供する部分 

― 
非住宅用途ＢＥＩが 1.0 以下で

あること。 
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※１ 地域区分とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に

係る事項（平成二十八年国土交通省告示第二百六十五号。以下「基準告示」という。）

別表第十に掲げる地域の区分をいう。 

 

※２ 住宅用途ＢＥＩとは次のいずれかの値をいう。ただし、表１の①から③まで欄に掲げ

る用途に供する建築物の場合にあっては、(ア)の値をいう。 

（ア）建築物の設計一次エネルギー消費量（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

（平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。）第１条

第１項第１号イに規定するものをいい、基準省令第４条中ＥＭを加える部分を除いて

算出したものをいう。以下この項において同じ。）を基準一次エネルギー消費量（基準

省令第１条第１項第１号イに規定するものをいい、基準省令第５条中ＥＭを加える部

分を除いて算出したものをいう。以下この項において同じ。）で除して得た値をいう。

ただし、表１①から③までの欄における住宅用途ＢＥＩは、特定供給事業者が、１年

間に都内において新たに建設し、又は新築する同表①から③までの欄に掲げる各用途

に供する建築物に係る設計一次エネルギー消費量の合計を当該建築物に係る基準一次

エネルギー消費量の合計で除して得た値とする。 

（イ）建築物の一次エネルギー消費量モデル住宅（国土交通大臣が設備に応じて住宅部分の

一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な住宅であると認めるものをいう。

以下同じ。）の設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギー消費量モデル住宅の基

準一次エネルギー消費量で除して得た値をいう。 

 

※３ ＢＰＩとは、次のいずれかの値をいう。 

（ア）建築物の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が五メートル以

内の屋内の空間、屋根の直下の階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空

間をいう。以下同じ。）の年間熱負荷（基準告示第一 三に定めるところにより求めた

ものをいう。以下同じ。）を屋内周囲空間の床面積の合計（単位 平方メートル）で除

して得た値を、用途及び地域の区分に応じた基準省令別表第二に掲げる数値で除して

得た値とする。ただし、同表に掲げる用途のうち二以上の用途に供する部分を含む場

合にあっては、当該部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内

周囲空間の床面積の合計で除した数値を、用途及び地域の区分に応じた同表に掲げる

各数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値で除して得た値とす

る。 

（イ）建築物の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物（非住宅部分の形状を単純化した建築

物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣

が認めるものをいう。以下同じ。）の屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面

積の合計（単位 平方メートル）で除して得た値を、用途及び地域の区分に応じた基

準省令別表第二に掲げる数値で除して得た値とする。ただし、同表に掲げる用途のう

ち二以上の用途に供する部分を含む場合にあっては、年間熱負荷モデル建築物の各用

途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除し

た数値を、用途及び地域の区分に応じた同表に掲げる各数値を各用途の屋内周囲空間

の床面積により加重平均した数値で除して得た値とする。 

（ウ）基準省令第十条第一号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法

と認める方法において算出されるＢＰＩの値 

 

※４ 非住宅用途ＢＥＩとは、次のいずれかの値をいう。 

（ア）建築物の設計一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定するもの

をいい、基準省令第２条中ＥＭを加える部分を除いて算出したものをいう。以下同じ。）

を基準一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定するものをいい、

基準省令第３条中Ｂを乗じる部分及びＥＭを加える部分を除いて算出したものをいう。

以下同じ。）で除して得た値とする。 

（イ）建築物の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物（国土交通大臣が用
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途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認める

ものをいう。以下同じ。）の設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギー消費量モ

デル建築物の基準一次エネルギー消費量で除して得た値とする。 

（ウ）基準省令第１条第１項第１号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価でき

る方法と認める方法において算出されるＢＥＩの値 

 

（２）電気自動車充電設備等整備基準 

【表３】 

 

※ 区分２の例（駐車施設の区画を 10 有する共同住宅の場合） 

次の各号を全て満たす必要がある。 

（ア）少なくとも１以上電気自動車充電設備を整備する。 

（イ）駐車施設の区画の数に 0.2 を乗じて得た値から（ア）で電気自動車充電設備を整備し

た数を減じる。 

 10×0.2-1 ＝ １ ⇐ 配管等を整備する数 

 

（３）再生可能エネルギーの利用に係る基準 

定格出力２キロワット以上を備えた太陽光を利用する設備（太陽光発電設備）が設置可能

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 基準 

１ 一戸建ての住宅 

当該駐車施設の一以上の区画に電気自動車充

電設備又は電気自動車充電設備のために使用

する配管等を整備すること。 

２ 

上記以外の中小規模特定建築物（10 以上

の区画を有する駐車施設があるものに限

る。） 

当該駐車施設の一以上の区画に電気自動車充

電設備を整備し、かつ、当該駐車施設の区画

の数に 0.2 を乗じて得た値（端数があるとき

は切捨てる。）から電気自動車充電設備を整備

する区画の数を減じた値以上の区画に電気自

動車充電設備のために使用する配管等を整備

すること。 
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6.4 誘導基準等 
 

第１ 省エネルギー性能誘導基準 

 

 
※１ 住宅用途ＢＥＩとは、建築物の誘導設計一次エネルギー消費量（基準省令第 10条第

１項第１号ロに規定するものをいい、基準省令第 13条中ＥＭを加える部分を除いて算

出したものをいう。以下この項において同じ。）を誘導基準一次エネルギー消費量（基

準省令第 10条第１項第１号ロに規定するものをいい、基準省令第条 14条中 0.8を乗じ

る部分及びＥＭを加える部分を除いて算出したものをいう。以下この項において同

【表４】（住宅用途） 

 建築物の熱負荷の低減に関する

基準 

設備システムのエネルギー利用

の低減に関する基準 

一
戸
建
て
規
格
住
宅 

① 分譲型 

外皮平均熱貫流率が 0.60 以下

であること。 

住宅用途ＢＥＩが 0.80 以下で

あること。 

② 請負型 
住宅用途ＢＥＩが 0.75 以下で

あること。 

③ 長屋又は共同住宅 
住宅用途ＢＥＩが 0.80 以下で

あること。 

④ 住宅その他これに類

するもの（①～③を 

除く。） 

外皮平均熱貫流率が 0.60 以下

であること又は住宅部分の外

壁、窓等を通しての熱の損失の

防止に関する誘導基準及び一次

エネルギー消費量に関する誘導

基準（令和四年国土交通省告示

第 1106 号。以下「住宅誘導仕

様基準」という。）第１項⑴、⑵

及び⑶イに適合すること。 

住宅用途ＢＥＩが 0.80 以下で

あること又は住宅誘導仕様基準

第２項に適合すること。 

 
【表５】（非住宅用途） 

 建築物の熱負荷の低減に関する

基準 

設備システムのエネルギー利用

の低減に関する基準 

① 事務所等、学校等又は

工場等の用途に供す

る部分 
ＢＰＩが 1.0 以下であること。 

非住宅用途ＢＥＩが 0.80（当該

中小規模特定建築物の延べ面積

が三百平方メートル以上である

場合は 0.60）以下であること。 

② ホテル等、病院等、 

百貨店等、飲食店等 

又は集会所等の用途

に供する部分 

ＢＰＩが 1.0 以下であること。 

非住宅用途ＢＥＩが 0.80（当該

中小規模特定建築物の延べ面積

が三百平方メートル以上である

場合は 0.70）以下であること。 
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じ。）で除して得た値をいう。ただし、（１）の表①から③までの欄における住宅用途Ｂ

ＥＩは、特定供給事業者が、１年間に都内において新たに建設し、又は新築する同表①

から③までの欄に掲げる各用途に供する建築物に係る設計一次エネルギー消費量の合計

を当該建築物に係る基準一次エネルギー消費量の合計で除して得た値とする。 

 

※２ 非住宅用途ＢＥＩとは、次のいずれかの値をいう。 

(１) 建築物の誘導設計一次エネルギー消費量（基準省令第 10条第１項第１号ロに規定す

るものをいい、基準省令第 11条中ＥＭを加える部分を除いて算出したものをいう。

（２）において同じ。）を誘導基準一次エネルギー消費量（基準省令第 10 条第１項第

１号ロに規定するものをいい、基準省令第 12条中Ｂを乗じる部分を除いて算出した

ものをいう。（２）において同じ。）で除して得た値とする。 

(２) 建築物の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エ

ネルギー消費量を当該一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー

消費量で除して得た値とする。 

(３) 基準省令第 10条第１項第１号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価で

きる方法と認める方法において算出されるＢＥＩの値 

 

※３ 表５にかかわらず、中小規模特定建築物（当該中小規模特定建築物の延べ面積が 300

平方メートル以上である場合に限る。この項において同じ。）を同表①から②までの欄

に掲げる用途のうち２以上の用途に供する場合における設備システムのエネルギー利用

の低減に関する基準は、次のいずれかとする。 

(１) 各用途に供する部分ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量（基準省令第 10 

条第１項第１号ロに規定するものをいい、基準省令第 11条により算出したものをい

う。（２）において同じ。）を合計して得た数値が、各用途に供する部分ごとに算出した

誘導基準一次エネルギー消費量（基準省令第 10条第１項第１号ロに規定するものをい

い、基準省令第 12 条中Ｂの値を当該用途に供する部分に応じて同表に掲げる設備シス

テムのエネルギー利用の低減に関する基準に係る非住宅用途ＢＥＩの上限値に読み替え

て算出したものをいう。（２）において同じ。）を合計して得た数値を超えないこと。 

(２) 中小規模特定建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ご

とに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計して得た数値が、当該中小規模特定

建築物の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導

基準一次エネルギー消費量を合計して得た数値を超えないこと。 

 

第２ 再生可能エネルギー利用設備設置誘導基準 

特定供給事業者は、５キロワット（分譲型一戸建て規格住宅の用途に供するものにあって

は４キロワット）以上の定格出力を備えた太陽光発電設備が設置可能であること。 

 

第３ 電気自動車充電設備整備誘導基準 

特定供給事業者は、次の各号に掲げる中小規模特定建築物の区分に応じて、当該各号に定

めるとおり整備すること。 

一  一戸建ての住宅 当該駐車施設の一以上の区画にＶ２Ｈ（電気自動車等に搭載された

電池から電力を給電するための直流／交流変換回路を持つ充電設備で、充電コネクタ

ー、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。）を整備すること。 

二 前号以外の中小規模特定建築物 次のア又はイのいずれかに定めるとおりとする。 

（ア）当該駐車施設の一以上の区画にＶ２Ｈを整備すること。 

（イ）５以上の区画を有する駐車施設がある場合にあって、当該駐車施設の区画の数に百分

の二十を乗じて得た値（その値に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた値。

本項において同じ。）以上の区画に電気自動車充電設備を整備し、かつ、当該駐車施設

の区画の数に百分の五十を乗じて得た値から電気自動車充電設備を整備する区画の数

を減じた値以上の区画に電気自動車充電設備のために使用する配管等を整備すること。 
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第４ その他中小規模特定建築物に起因する環境への負荷の低減を図るために必要な措置 

別に定める「配慮すべき事項」に関する措置であり、環境への負荷の低減の効果が認めら

れるものをいう。 
 

誘導基準等第４「その他中小規模特定建築物に起因する環境への負荷の低減を図る

ために必要な措置」に関する開発等を行う場合は、以下のとおり対応してください。 

・ 本助成事業では、「配慮すべき事項」に１つ以上適合することで、誘導基準等第４

に適合したものとみなします。 

・ 「配慮すべき事項」とは、原則として東京都建築物環境配慮指針別表第３で設定し

た 20 項目を指します。（下表参照） 

・ 「配慮すべき事項」に関する環境性能向上の取組については、極力、定量的な基準

を定めた上で、その達成を客観的に確認できる根拠書類の提出をお願いします。 

・ 事業者は、開発等を行った住宅等の環境への負荷の低減を図るために必要な措置

について、販売時に、ホームページやカタログ等により具体的に説明を行ってくだ

さい。  

・ 基準の設定は以下も参考にしながら交付申請者において行ってください。 

〈ゼロエミ住宅認証基準〉 

URL：https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/ninsyo/index.html 

〈CASBEE 戸建（新築）基準〉 

URL: https://www.ibec.or.jp/CASBEE/CASBEE_outline/cas_home.html 

〈東京都建築物環境配慮指針〉 

URL: https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/program.html#cmsFB4F6 
 

 

分野 区分 細区分 配慮すべき事項 

エネルギーの使用

の合理化及び再生

可能エネルギーへ

の転換 

建築物の熱負荷の低

減 

建築物外皮の熱負荷抑

制 

日射による熱取得の低減並びに

室内外の温度差による熱取得及

び熱損失の低減に係る事項 

再生可能エネルギー

の利用 

再生可能エネルギーの

直接利用 

建築物の用途及び周辺地域の状

況に応じて、再生可能エネルギー

を直接利用するために行う事項 

再生可能エネルギーの

変換利用 

建築物の周辺地域の状況に応じ

て、再生可能エネルギーを電気又

は熱に変換して利用するために

行う事項 

再生可能エネルギー電

気の受入れ 

再生可能エネルギー電気の受入

れに係る事項 

省エネルギーシステ

ム 

設備システムの高効率

化 

効率的なエネルギー利用のため

に行う設備機器のシステム及び

制御のシステムの構築に係る事

項 

エネルギーマネジメ

ント 

最適運用のための予測、

計測、表示等 

建築設備の運転管理時に、エネル

ギー利用の効率的な運用を可能

とするために行う事項 

資源の適正利用 持続可能な低炭素資

材等の利用 

躯体材料における低炭

素資材等の利用 

躯体材料における低炭素資材及

びリサイクル材の利用等に係る

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/ninsyo/index.html
https://www.ibec.or.jp/CASBEE/CASBEE_outline/cas_home.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/program.html#cmsFB4F6
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事項 

 躯体材料以外における

低炭素資材等の利用 

躯体材料以外における低炭素資

材及びリサイクル材の利用のた

めに行う事項 

オゾン層の保護及び地

球温暖化の抑制 

オゾン層を破壊せず、かつ、地球

温暖化係数の小さい断熱材の発

泡剤及び空気調和設備用の冷媒

の選択に係る事項 

建設に係る環境負荷

低減への配慮 

建設時ＣＯ２排出量の把

握・削減 

建設時ＣＯ２排出量の削減のた

めに行う排出量の把握、建設工事

現場におけるＣＯ２排出量の削

減等に係る事項 

建設副産物の有効利用

及び適正処理 

建設副産物（建設発生土・建設廃

棄物をいう。）の有効利用及び適

正処理のために行う事項 

長寿命化等 維持管理、更新、改修、

用途の変更等の自由度

の確保及び建設資材の

再使用対策 

社会の変化に適切に対応し建築

物の長寿命化を図るために行う

建築物の維持管理、更新、改修、

用途の変更等の自由度の確保に

係る事項及び資源の適正利用の

ために行う事項 

躯体の劣化対策 建築物の長寿命化を図るため、躯

体部分の劣化の進行を遅らせる

ために行う事項 

持続可能な水の利用 水使用の合理化 水の有効利用及び下水道施設へ

の負荷低減を図るために行う事

項 

生物多様性の保全 水循環 雨水浸透 望ましい水循環の保全を図るた

めに行う雨水浸透に係る事項 

緑化 緑の確保、維持管理等 緑の量の確保、緑の質の確保、景

観形成又は緑の維持管理に必要

な設備等のために行う事項 

気候変動への適応 ヒートアイランド対

策 

建築物等からの熱等の

影響の低減 

建築物等からの熱の影響を低減

するために行う建築設備からの

人工排熱の低減、敷地と建築物の

被覆の改善及び望ましい風環境

の確保を図るために行う建物の

形状若しくは配置に係る事項 

ＥＶ及びＰＨＶ用充電

設備の配置 

排熱が少ない自動車の普及のた

めに行う充電設備の設置に係る

事項 
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 自然災害への適応 自然災害リスクの軽減

及び回避 

災害に対応するために行う、構造

耐力の確保に係る事項 

自然災害発生時の対応

力向上 

災害発生時の一時的な自立等の

ために行う事項 
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6.5 人件費単価一覧表 

 

（１）「報酬月額（給与等）」欄から、従事者が該当する単価を使用してください。 

（２）「報酬月額（給与等）」は、基本給+諸手当（賞与を除く。）で算出してください。 

（３）最終的な助成交付金額の算定に用いる人件費単価は、助成対象期間内の一番低い支給

金額を基準とするから、申請時の人件費単価と異なる場合があります。 

単位：円  

 

 

報酬月額（給与等） 人件費単価（時給） 

            １３８，０００未満 １，０９０ 

１３８，０００ ～ １４６，０００ １，１６０ 

１４６，０００ ～ １５５，０００ １，２３０ 

１５５，０００ ～ １６５，０００ １，３１０ 

１６５，０００ ～ １７５，０００ １，３９０ 

１７５，０００ ～ １８５，０００ １，４７０ 

１８５，０００ ～ １９５，０００ １，５５０ 

１９５，０００ ～ ２１０，０００ １，６４０ 

２１０，０００ ～ ２３０，０００ １，８００ 

２３０，０００ ～ ２５０，０００ １，９６０ 

２５０，０００ ～ ２７０，０００ ２，１３０ 

２７０，０００ ～ ２９０，０００ ２，２９０ 

２９０，０００ ～ ３１０，０００ ２，４６０ 

３１０，０００ ～ ３３０，０００ ２，６２０ 

３３０，０００ ～ ３５０，０００ ２，７８０ 

３５０，０００ ～ ３７０，０００ ２，９５０ 

３７０，０００ ～ ３９５，０００ ３，１１０ 

３９５，０００ ～ ４２５，０００ ３，３６０ 

４２５，０００ ～ ４５５，０００ ３，６１０ 

４５５，０００ ～ ４８５，０００ ３，８５０ 

４８５，０００ ～ ５１５，０００ ４，１００ 

５１５，０００ ～ ５４５，０００ ４，３４０ 

５４５，０００ ～ ５７５，０００ ４，５９０ 

５７５，０００ ～ ６０５，０００ ４，８４０ 

６０５，０００ 以上 ５，０８０ 
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